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(57)【要約】
【課題】より小型化が可能な太陽電池を提供する。
【解決手段】太陽電池１では、ホログラム部３Ａに入射
した光が、ホログラム部３Ａの回折格子による回折によ
って進路を変更され、光電変換膜２に入射する。このよ
うな構成とするためには、ホログラム部３Ａの基準面の
法線方向と、ホログラム部３Ａに形成された回折格子の
回折格子面とのなす角θとの関係を、ホログラム部３Ａ
の平均屈折率をｎとしたときに、所定の数式を満たすも
のとする。これにより、ホログラム部３Ａに入射した光
がホログラム部３Ａ内を移動して光電変換膜２に対して
到達する構成となることから、太陽電池全体として小型
化することができる。
【選択図】図２



(2) JP 2016-4809 A 2016.1.12

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の主面が延在する面とは異なる方向に沿った回折格子面を有する回折格子が形成さ
れ、前記一対の主面のうちの一方側から入射する光の進行方向を変更する薄板状のホログ
ラム部と、
　前記ホログラム部の周縁の少なくとも一部に沿って前記ホログラム部の前記周縁に対向
して設けられ、その主面が前記ホログラム部の前記一対の主面に係る基準面に対する法線
方向に沿って延びると共に、その幅が前記ホログラム部の前記周縁の厚さ以上である光電
変換膜と、を備え、
　前記ホログラム部の前記回折格子面と前記基準面に対する法線方向とのなす角θは、前
記ホログラム部の平均屈折率をｎとしたときに、以下の数式（１）を満たす太陽電池。
【数１】

【請求項２】
　前記ホログラム部は、前記基準面に対する法線方向に沿って延びると共に、前記光電変
換膜の前記主面に対して直交する断面で見たときに、前記光電変換膜に向かうにつれて前
記一対の主面間の距離が徐々に大きくなる拡張部を有し、
　前記断面で見たときに、前記拡張部の長さは、前記光電変換膜に向かうにつれて前記一
対の主面間の距離が徐々に小さくなる縮小部の長さよりも長い
　請求項１記載の太陽電池。
【請求項３】
　前記基準面に対する法線方向に沿って延びると共に、前記光電変換膜の前記主面に対し
て直交する断面で見たときに、前記ホログラム部の前記拡張部と前記縮小部とが交互に設
けられる請求項２記載の太陽電池。
【請求項４】
　前記光電変換膜は、前記ホログラム部の全周を囲うように設けられ、
　前記ホログラム部は、前記ホログラム部の中央を通り、且つ前記基準面に対する法線方
向に沿った断面で見たときに、中央部において前記一対の主面間の距離が最も小さく、前
記中央部から周縁に向かって徐々に厚くなる請求項２記載の太陽電池。
【請求項５】
　前記ホログラム部の前記一対の主面の少なくとも一方の主面に対して積層される光導波
部材をさらに備え、
　前記ホログラム部は、その幅が前記ホログラム部の前記周縁の厚さ及び前記光導波部材
の厚さの和以上である請求項１～４のいずれか一項に記載の太陽電池。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、ホログラム等の回折物によって入射光の進行方向を変更することで回折物上
に積層された光導波路内を伝搬させた後、導波光を光電変換膜等の光電池に入射させる光
学素子が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－８０９６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１記載のように光導波路を備える光学素子の場合、光導波路が
設けられるために光学素子としての厚みが増大するため、光学素子全体が大型化してしま
う可能性がある。
【０００５】
　本発明は上記を鑑みてなされたものであり、より小型化が可能な太陽電池を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　発明者は鋭意研究の結果、回折物の配置角度を変更して入射光の進行方向を制御するこ
とによって、光導波路により光を伝搬させることなく光電変換膜に光を入射させることが
できることを見出した。より具体的には、ホログラム部における回折格子の回折格子面を
ホログラム部の主面に係わる基準面の延在方向とは異なる方向とすることにより、光電変
換膜へ向かうように入射光の進行方向を変更できることを見出した。
【０００７】
　すなわち、本発明の一形態に係る太陽電池は、一対の主面が延在する面とは異なる方向
に沿った回折格子面を有する回折格子が形成され、前記一対の主面のうちの一方側から入
射する光の進行方向を変更する薄板状のホログラム部と、前記ホログラム部の周縁の少な
くとも一部に沿って前記ホログラム部の前記周縁に対向して設けられ、その主面が前記ホ
ログラム部の前記一対の主面に係る基準面に対する法線方向に沿って延びると共に、その
幅が前記ホログラム部の前記周縁の厚さ以上である光電変換膜と、を備え、前記回折格子
の前記回折格子面と前記基準面に対する法線方向とのなす角θは、前記ホログラム部の平
均屈折率をｎとしたときに、以下の数式（１）を満たすことを特徴とする。
【数１】

【０００８】
　上記の太陽電池では、回折格子の回折格子面とホログラム部の主面に係わる基準面の法
線方向とのなす角θが上記の数式を満たすように制御することで、ホログラム部に入射し
た光にホログラム部内を導波させて、光電変換膜方向へ出射することができることができ
る。したがって太陽電池の小型化が可能となる。
【０００９】
　なお、ホログラム部の基準面とは、一対の主面の延在方向に基づいて規定される面であ
る。より詳細には、一対の主面が互いに平行である場合には、基準面の延在方向は、当該
一対の主面の延在方向と同一であると規定される。また、一対の主面が互いに平行ではな
い場合には、ホログラム部を、ホログラム部の主面の法線方向に沿っていて且つ光電変換
膜の主面に対して直交する断面で見たときに、ホログラム部の両周縁のそれぞれにおいて
、一対の主面の端部同士を結んだ線の中点を算出し、両周縁における中点同士を結んだ線
を含む面を基準面とする。また、一方あるいは両方の主面に凹凸がある場合には、上記の
断面で見たときの当該主面の凹凸を平均化した直線で近似した上で、他方の主面との間で
の位置関係を求めることが好ましい。
【００１０】
　ここで、ホログラム部は、前記基準面に対する法線方向に沿って延びると共に、前記光
電変換膜の前記主面に対して直交する断面で見たときに、前記光電変換膜に向かうにつれ
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て前記一対の主面間の距離が徐々に大きくなる拡張部を有し、前記断面で見たときに、前
記拡張部の長さは、前記光電変換膜に向かうにつれて前記一対の主面間の距離が徐々に小
さくなる縮小部の長さよりも長い態様とすることができる。
【００１１】
　ここで、上記作用を効果的に奏する構成としては、例えば、前記基準面に対する法線方
向に沿って延びると共に、前記光電変換膜の前記主面に対して直交する断面で見たときに
、前記ホログラム部の前記拡張部と前記縮小部とが交互に設けられる態様が挙げられる。
【００１２】
　また、上記作用を効果的に奏する他の構成としては、例えば、前記光電変換膜は、前記
ホログラム部の全周を囲うように設けられ、前記ホログラム部は、前記ホログラム部の中
央を通り、且つ前記基準面に対する法線方向に沿った断面で見たときに、中央部において
前記一対の主面間の距離が最も小さく、前記中央部から周縁に向かって徐々に厚くなる態
様が挙げられる。
【００１３】
　また、前記ホログラム部の前記一対の主面の少なくとも一方の主面に対して積層される
光導波部材をさらに備え、前記ホログラム部は、その幅が前記ホログラム部の前記周縁の
厚さ及び前記光導波部材の厚さの和以上である態様とすることができる。
【００１４】
　この場合、ホログラム部内を導波するように方向変換された光が、光導波部材を利用し
た伝搬も可能となることから、ホログラム部内のみを移動する場合と比較して、伝搬中の
損失を抑制することができ、太陽電池における光収集効率が向上する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、より小型化が可能な太陽電池が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】第１実施形態に係る太陽電池の概略構成を説明する図である。
【図２】第１実施形態に係る太陽電池の断面図である。
【図３】第２実施形態に係る太陽電池の断面図である。
【図４】第２実施形態の変形例に係る太陽電池の断面図である。
【図５】第３実施形態に係る太陽電池の断面図である。
【図６】ホログラム記録のための光学系を説明する図である。
【図７】回折格子の評価のための光学系を説明する図である。
【図８】光電変換膜の構成を説明する断面図である。
【図９】ホログラム記録のための光学系を説明する図である。
【図１０】回折格子の評価のための光学系を説明する図である。
【図１１】実施例に係るホログラム部の構成を説明する断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、添付図面を参照して、本発明を実施するための形態を詳細に説明する。なお、図
面の説明においては同一要素には同一符号を付し、重複する説明を省略する。
【００１８】
（第１実施形態）
　図１は、本発明の第１実施形態に係る太陽電池の概略構成を説明する図である。図１に
示すように、太陽電池１は、円環状に配置された光電変換膜２と、光電変換膜２の内側配
置されたホログラム部３Ａと、を含んで構成される。光電変換膜２は、光Ｌの入射方向に
沿って円環の軸線が延びるように配置される。またホログラム部３Ａは、光電変換膜２の
内側で、一対の主面の内の一方が光Ｌの入射方向に対して直交する面を形成する。
【００１９】
　図１に示すように、光Ｌが上方（一方の主面側）から入射する場合には、ホログラム部
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３Ａが水平面に延在するように配置されると共に、光電変換膜２は基準面に対する法線が
水平方向に延びるように垂直方向に直立するように配置される。この光電変換膜２の主面
は、換言すれば、水平方向に延びるホログラム部３Ａにおける基準面に対する法線方向に
延び、且つ、この法線方向（垂直方向）に沿って見たときに、ホログラム部３Ａの周縁の
高さ位置から光Ｌの出射元へ向かう方向に延びている。
【００２０】
　なお、ホログラム部３Ａにおける基準面とは、ホログラム部３Ａを構成する一対の主面
（表面・裏面）によって規定される面である。ホログラム部３Ａのように、一対の主面が
それぞれ平坦であり、且つ、互いに平行である場合には、主面と基準面とは一致するもの
である。一方、一対の主面が互いに平行ではない場合や少なくとも一方に凹凸が形成され
ている場合には、基準面は、一対の主面の双方に対して傾いている場合もある。この点は
後述する。
【００２１】
　図１に示す太陽電池１は、例えば、太陽電池内蔵の時計等に適用される。この場合、ホ
ログラム部３Ａ及び光電変換膜２の上方又は下方に透光性の文字盤を配置するような構成
とすることができる。ただし、太陽電池１の使用方法は上記用途に限定されない。また、
円形のホログラム部３Ａ及びホログラム部３Ａの周囲に設けられる円環状の光電変換膜２
の形状は適宜変形することができる。
【００２２】
　光電変換膜２は、公知の光電変換層を有するシート状の積層体を適用することができる
。このような光電変換膜２としては、例えば、アモルファスシリコンにより構成される光
電変換層を有する半導体素子として実現することができるが、これには限定されず、他の
材料を用いることもできる。
【００２３】
　光電変換膜２は、その厚さが３００μｍ～１０００μｍ程度であり、可撓性を有する態
様とすることができる。光電変換膜２が可撓性を有する場合、製造後の光電変換膜２を円
筒状等に加工することができる。また、光電変換膜２の幅（上下方向の長さ）は適宜変更
することができるが、例えば、１ｍｍ～５ｍｍ程度とすることができる。
【００２４】
　ホログラム部３Ａは、円盤の薄板状をなし、公知のホログラム記録材料によって形成さ
れその主面に沿って延びる体積ホログラム部として実現される。ホログラム部３Ａには基
準波と信号波との干渉によって生成された干渉縞が回折格子として書き込まれている。す
なわち、ホログラム部３Ａは回折格子として機能する。そして、ホログラム部３Ａにて反
射された光が上下方向から横方向へ進路を変更されて、光電変換膜２に入射する。
【００２５】
　ホログラム部３Ａは膜厚が５μｍ～１００μｍ程度であるため、基材３３によって支持
される。基材３３が光Ｌの進路上にある場合には、基材により光Ｌの損失が生じることか
ら、ホログラム部３Ａを支持する基材３３は、ホログラム部３Ａよりも下方に設けられて
いる態様とすることができる。この場合、基材３３がホログラム部３Ａから出射する光に
対して干渉することによる損失を防ぐことができる。また、図１では、積層されたホログ
ラム部３Ａ及び基材３３の周囲に光電変換膜２が設けられる構成を示しているが、光電変
換膜２は少なくともホログラム部３Ａの周囲を囲うように設けられていればよい。図１に
示すように、基材３３の周囲にも光電変換膜２が設けられる構成とした場合には、基材３
３内を導波する光も光電変換膜２に到達が可能となる。さらに、図１では、ホログラム部
３Ａを下方から支持し、その径がホログラム部３Ａと同一の基材３３を例示するが、基材
３３の形状は特に限定されない。したがって、例えば、基材３３が光電変換膜２及びホロ
グラム部３Ａを下方から支持する構成とすることもできる。また、基材３３が光導波部材
として機能する場合には、ホログラム部３Ａの一対の主面の双方に対して基材３３が積層
されている構成であってもよい。この点は後述する。光Ｌの損失を防ぐため、基材は透光
性を有する材料を選択することができ、特にガラス、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレー
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ト）、ＰＣ（ポリカーボネート）、ＰＥＮ（ポリエチレンナフタレート）等を用いること
ができる。
【００２６】
　太陽電池１において、ホログラム部３Ａの周縁と光電変換膜２とは、できるだけ近く配
置されることができる。ホログラム部３Ａが光電変換膜２から離間して配置されている場
合、ホログラム部３Ａにて進路を変更された光が光電変換膜２に到達しない可能性が増し
、損失が大きくなることが考えられる。
【００２７】
　ここで、ホログラム部３Ａについて、図２を参照しながらさらに説明する。図２は、太
陽電池の一部断面図であり、一方側の光電変換膜２とホログラム部３Ａとを示したもので
ある。図２では、ホログラム部３Ａに入射した光Ｌがホログラム部３Ａの上面（表面）側
で回折されて光電変換膜２に入射する場合の光の進路を示している。なお、この断面は、
基準面（ホログラム部３Ａの場合には、主面）に対する法線方向に沿って延びると共に、
光電変換膜２の主面（受光面）に対して直交する面である。例えば、図１に示すように円
環状の光電変換膜２が形成されている場合には、図２に示す断面は、上下方向に延びると
共に円環状の光電変換膜２の中央部を通る断面に相当する。
【００２８】
　光電変換膜２は、上下方向で見たときに、ホログラム部３Ａの周縁部の端面４と対向す
るように配置され、その幅ｗは、端面４の上下方向の厚さｔ以上とされる。なお、図２で
は、ホログラム部３Ａの上面側で光Ｌが回折した例を示しているが、光Ｌは、ホログラム
部３Ａの全体で回折する。
【００２９】
　本実施形態に係る太陽電池１では、ホログラム部３Ａに入射した光は、ホログラム部３
Ａの回折格子による回折によって進路を変更され、ホログラム部３Ａ内で全反射を繰り返
しながら、光電変換膜２に到達する。このような構成とするためには、ホログラム部３Ａ
の基準面の法線方向と、ホログラム部３Ａに形成された回折格子の回折格子面とのなす角
θ（図２参照）が以下の数式（２）を満たす。なお、ｎはホログラム部３Ａの平均屈折率
を示す。
【００３０】
【数２】

【００３１】
　上記の関係式は、ブラッグの回折条件及びスネルの屈折条件を用いて導かれる。具体的
には、ホログラム部３Ａに対して法線に沿って入射した光Ｌがホログラム部３Ａの回折格
子によって回折されて、ホログラム部３Ａ内に出射し、ホログラム部３Ａ内を伝搬した場
合に、ホログラム部３Ａ内で全反射しながら光電変換膜２に到達可能な条件を満たす式で
ある。
【００３２】
　具体的には、ホログラム部３Ａの基準面（本実施形態のホログラム部の場合には互いに
平行な一対の主面）の法線方向と、ホログラム部３Ａに形成された回折格子の回折格子面
とのなす角θ分だけ回折格子を傾けた場合に、回折格子で回折されたホログラム部３Ａが
ホログラム部３Ａ内を進む条件に基づいて、数式（２）の下限値が定められる。また、ホ
ログラム部３Ａ内を伝搬する光Ｌがホログラム部３Ａから外方に出射することなく全反射
を繰り返して光電変換膜２に到達可能な条件に基づいて、数式（２）の上限値が定められ
る。
【００３３】
　このように、ホログラム部３Ａの回折格子の傾きを制御して、ホログラム部３Ａにて反
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射した光がホログラム部３Ａ内を導波して光電変換膜２に対して到達する構成とすること
で、従来の太陽電池のように、ホログラム部で進路が変更された光を導波させるための光
導波路を別途準備する必要がない。従来のように、光を導波させるための光導波路を別途
設ける場合、回折物に対して十分厚い光導波路を準備する必要があり、結果として太陽電
池が大型化していた。また、これに対応させて、光電変換膜の幅を十分大きくする必要が
あったため、コスト的にも負担が増大する問題があった。これに対して、上記の数式（２
）を満たすホログラム部３Ａを用いた太陽電池１では、光導波路を設けなくてもホログラ
ム部３Ａを介して光電変換膜２まで光を伝搬させることができるので、太陽電池１全体と
しての小型化を達成することができる。
【００３４】
（第２実施形態）
　次に、第２実施形態に係る太陽電池について説明する。第２実施形態に係る太陽電池は
、第１実施形態に係る太陽電池と比較して以下の点が相違する。すなわち、第１実施形態
に係る太陽電池では、ホログラム部３Ａの一対の主面が互いに平行であり、厚さが一定で
ある構成であったのに対して、第２実施形態に係る太陽電池では、ホログラム部の厚さが
位置に応じて異なる構成としたものである。第２実施形態に係る太陽電池全体の概略構成
としては、図１に示す太陽電池１のホログラム部３Ａ部分に、図３に示すホログラム部３
Ｂを配置したものである。ホログラム部３Ｂを有する太陽電池１Ａについて、図３を参照
しながらさらに説明する。図３は、太陽電池１Ａの断面図であり、一方側の光電変換膜２
とホログラム部３Ｂとを示したものである。なお、図３に示す断面は、図２と同様に、基
準面に対する法線方向に沿って延びると共に、光電変換膜２の主面（受光面）に対して直
交する面に相当する断面であり、具体的には、上下方向に延びると共に円環状の光電変換
膜２の中央部を通る断面に相当する。
【００３５】
　図３に示すように、太陽電池１Ａでは、ホログラム部３Ｂの一対の主面５，６が平行で
はない。具体的には、ホログラム部３Ｂの下側の主面６は、水平方向であるのに対して、
上側の主面５は、光電変換膜２側の周縁が他方側に比べて上方となるように傾いている。
この結果、光電変換膜２に対して離れている側（図３における右側）におけるホログラム
部３Ｂの厚さ、すなわち、一方側の周縁（端部）における主面５，６間の距離ｔ１に対し
て、光電変換膜２と対向する他方側の周縁（端部）におけるホログラム部３Ｂの厚さ、す
なわち、主面５，６間の距離ｔ２を比較すると、ｔ２＞ｔ１の関係を満たす。さらに、ホ
ログラム部３Ｂでは、主面６に対して主面５が傾斜していることから、光電変換膜２側に
向かうにつれて主面５，６間の距離ｔが徐々に大きくなっている。このように、ホログラ
ム部３Ｂは、光電変換膜２側に向かうにつれて主面５，６間の距離ｔが徐々に大きくなる
領域である拡張部Ａ１を備える。ホログラム部３Ｂの場合には、図３で示す領域の全てに
おいて光電変換膜２側に向かうにつれて主面５，６間の距離ｔが大きくなっているので、
ホログラム部３Ｂのうち図３に示す部分は、全て拡張部Ａ１であるといえる。
【００３６】
　なお、ホログラム部３Ｂの場合、一対の主面５，６が互いに平行ではないため、ホログ
ラム部３Ｂの回折格子の角度を規定するための基準面が主面５，６とは異なる面になる。
具体的には、ホログラム部３Ｂを図３で示す断面（上下方向に延びると共に円環状の光電
変換膜２の中央部を通る断面）で見たときに、両端に形成される上下方向に延びる２つの
ホログラム部３Ｂの周縁部の中点同士を結ぶ線によって示される面である。例えば、図３
に示すホログラム部３Ｂでは、基準面Ｓ１は、一方側の周縁（端部）における主面５，６
間の中点ｔ１１と光電変換膜２と対向する他方側の周縁（端部）における主面５，６間の
中点ｔ２１とを結ぶ線を含む面とされる。したがって、基準面Ｓ１に対する法線は、主面
５又は主面６に対する法線とは異なる。ただし、ホログラム部３Ｂは、主面５，６が例え
ば直径数ｃｍの円形状であるのに対して、その厚み（すなわち主面５，６間の距離）を変
動させたとしても膜厚の変動幅（例えば図２のｔ２－ｔ１）は０．１μｍ～１０μｍ程度
とされるので、主面５，６と基準面Ｓ１とのなす角は上限が１°程度とされる。したがっ
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て、基準面Ｓ１が主面５，６と異なる傾きを有することによって、回折格子とホログラム
部３Ｂの基準面Ｓ１に対する法線方向とのなす角θと、回折格子と主面５（又は主面６）
に対する法線方向とのなす角とに微差が生じるが、そのことによって生じる可能性がある
光の損失は僅かであり、基準面Ｓ１に基づいて回折格子の角θを設定することで、ホログ
ラム部３Ｂとして要求される能力を十分満たすことができる。
【００３７】
　このように、ホログラム部３Ｂの厚さが異なる図３の太陽電池１Ａでは、ホログラム部
３Ｂに入射した光Ｌがホログラム部３Ｂ内を導波して光電変換膜２に対して到達する構成
であることに加えて、ホログラム部３Ｂの厚さ（主面５，６間の距離）が光電変換膜２に
向けて大きくなる拡張部Ａ１を光Ｌが通過する際には、主面の傾斜によって、その反射角
が徐々に大きくなる。したがって、ホログラム部３Ｂと外部との界面から外部に光が出射
することをより好適に防ぐことができる。また、ホログラム部３Ｂにおいて光Ｌが反射す
る度に反射角が変わるため、ホログラム部３Ｂ内の回折格子によって再度回折されること
を防ぐことができる。なお、拡張部Ａ１のように、ホログラム部３Ｂが傾斜するような構
造を製造する方法は特に限定されず、例えば、回折格子を形成する領域は厚さが均一な部
材で製造し、その後に、回折格子を形成する領域と同一の材料によって形成された厚みが
不均一である（傾斜している）ホログラム記録媒体を貼り付ける等の方法を用いることが
できる。
【００３８】
　上記のような作用を奏するためのホログラム部３Ｂの回折格子面とホログラム部３Ｂの
基準面Ｓ１に対する法線方向とのなす角θは、第１実施形態の太陽電池１におけるホログ
ラム部３Ａと同様に、数式（２）を満たすものである。
【００３９】
　上記の太陽電池１Ａでは、ホログラム部３Ｂのうち図３に示した領域が拡張部Ａ１に含
まれる構成としたが、ホログラム部３Ｂ全てが拡張部Ａ１によって構成される必要はなく
、図３に示す断面で見たときに、拡張部Ａ１の長さ（長辺に沿った方向の長さ）は、光電
変換膜２に向かうにつれて一対の主面間の距離が徐々に小さくなる縮小部の長さよりも長
いことが好ましい。図３では、ホログラム部３Ｂが縮小部を含む構成が示されていないが
、拡張部Ａ１とは逆に主面５，６間の距離が徐々に小さくなる領域を縮小部という。縮小
部では、拡張部とは逆の事象が生じる。すなわち、ホログラム部３Ｂの厚さ（主面５，６
間の距離）が光電変換膜２に向けて徐々に小さくなる縮小部を光Ｌが通過する際には、主
面の傾斜によって、その反射角が次第に小さくなり、その結果、光Ｌの一部が外方へ出射
することが考えられる。ただし、縮小部の長さ（長辺に沿った方向の長さ）が拡張部より
も短ければ、縮小部を進む光が外方へ出射する割合を小さくすることができるため、光Ｌ
の損失を減らすことができる。
【００４０】
　上記のような太陽電池の変形例として、図４に３例を示す。図４（ａ）～図４（ｃ）は
それぞれ第２実施形態に係る太陽電池の変形例を示す図である。図４（ａ）に示す太陽電
池１Ｂでは、ホログラム部３Ｃの中央部３１ｃが凹んでいて、中央部３１ｃから両端部に
設けられた光電変換膜２に向けて、それぞれ拡張部Ａ１が形成されているものである。こ
のように、断面で見たときに両端の光電変換膜２に向かってそれぞれ拡張部Ａ１が設けら
れている構成とすることができる。なお、この太陽電池１Ｂのホログラム部３Ｃにおける
基準面とは、上方の主面５が凹凸を有しているので、この凹凸を平均化した直線に基づく
面５Ａと下側の主面６とに基づいて設定される。図４（ａ）に示す太陽電池１Ｂは、ホロ
グラム部３Ｃの両端部に光電変換膜２が設けられているため、両端部に設けられた光電変
換膜２から最も離間している中央部３１ｃに凹部を形成し、そこから光電変換膜２に向け
て徐々に幅広となる拡張部Ａ１を形成しているものである。したがって、光電変換膜２が
ホログラム部３Ｃの端部の一方側に設けられている場合には、一方側に設けられた光電変
換膜２に向かって逆側の端部から拡張部Ａ１が形成される構成とすることができる。
【００４１】
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　また、図４（ｂ）及び図４（ｃ）は、拡張部Ａ１と縮小部Ａ２とが交互に繰り返されて
いる変形例である。図４（ｂ）に示す太陽電池１Ｃでは、ホログラム部３Ｄの上方側の主
面において、直線状に延びる拡張部Ａ１と縮小部Ａ２とが交互に形成されている。また、
図４（ｃ）に示す太陽電池１Ｄでは、ホログラム部３Ｅの上方側の主面において、湾曲し
た拡張部Ａ１と縮小部Ａ２とが交互に形成されている。いずれにしても拡張部Ａ１の長さ
に対して縮小部Ａ２の長さが短く、縮小部Ａ２によって反射角が小さくされたとしても、
拡張部Ａ１によって反射角が再度大きくされることから、光Ｌが主面５，６のいずれかか
ら外方に出射することを防ぐことができる。なお、ホログラム部３Ｄ及びホログラム部３
Ｅの双方において、上方の主面５が凹凸を有しているので、ホログラム部における基準面
は、この凹凸を平均化した直線に基づく面５Ａと主面６とに基づいて設定される。
【００４２】
　このように、回折格子の回折格子面とホログラム部の基準面Ｓ１に対する法線方向との
なす角θが上記の数式（２）を満たした上で、ホログラム部の一対の主面間の距離を調整
して、拡張部を設ける構成とすることで、反射角をより大きくすることができ、ホログラ
ム部と外部との界面から外部に光が出射することをより好適に防ぐことができる。
【００４３】
（第３実施形態）
　次に、第３実施形態に係る太陽電池について説明する。第３実施形態に係る太陽電池は
、第１実施形態に係る太陽電池と比較して以下の点が相違する。すなわち、第３実施形態
に係る太陽電池では、第１実施形態に係る太陽電池のホログラム部３Ａにおける一対の主
面のそれぞれに対して積層された光導波部材を更に備えている。
【００４４】
　図５は、第３実施形態に係る太陽電池１Ｅの断面図であり、一方側の光電変換膜２とホ
ログラム部３Ｆとを示したものである。なお、図５に示す断面は、図２と同様に、基準面
に対する法線方向に沿って延びると共に、光電変換膜２の主面（受光面）に対して直交す
る面に相当する断面であり、具体的には、上下方向に延びると共に円環状の光電変換膜２
の中央部を通る断面に相当する。また、ホログラム部３Ｆは、ホログラム部３Ａと同様に
、その厚さが均一である。
【００４５】
　また、太陽電池１Ｅでは、ホログラム部３Ｆの一対の主面５，６のそれぞれに光導波部
材５１，６１が積層されている。光導波部材５１，６１の構成材料としては、ガラス、Ｐ
ＥＴ，ＰＣ，ＰＥＮ等が用いられる。また、光導波部材５１，６１の厚さは、１０μｍ～
１０００μｍ程度とすることが好ましく、この範囲であると、太陽電池全体が大型化する
ことを防ぐことができる。また、光導波部材５１，６１は、どちらか一方だけ設けられて
いてもよい。また、ホログラム部３Ｆに対して光導波部材５１，６１を積層した場合、光
電変換膜２の幅ｗは、ホログラム部３Ｆの端面（光電変換膜２との対向面）における上下
方向の厚さ（主面間の距離）ｔと、光導波部材５１，６１の厚さとの和以上とされる。な
お、図５では、ホログラム部３Ａの上面側で光Ｌが回折した例を示しているが、光Ｌは、
ホログラム部３Ｆの全体で回折する。
【００４６】
　このような太陽電池１Ｅでは、ホログラム部３Ｆに入射した光は、回折格子によって回
折された後、ホログラム部３Ｆのみではなく、光導波部材５１，６１を伝搬することがで
きる。この場合、ホログラム部３Ｆのみを伝搬する場合と比較して、界面での反射回数を
減らすことができるため、反射時に生じる光の損失を抑制することができる。
【００４７】
　また、従来においても回折物によって回折された光について、光導波部材を介して伝搬
させる構成は知られていた。しかしながら、従来の構成では、回折物自体を含めて伝搬さ
せる構成については開示がなく、本実施形態に係る太陽電池１Ｅのように、ホログラム部
３Ｆ及び光導波部材５１，６１を一体化させて光を伝搬させる構成はこれまで知られてい
ない。また、ホログラム部３Ｆ及び光導波部材５１，６１を一体化させて光を伝搬させる
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構成とした場合には、従来の光導波部材のみで光を伝搬させる構成と比較して、光導波部
材５１，６１を十分に薄くすることができることから、太陽電池全体としての小型化も実
現が可能である。
【００４８】
　以上、本発明の実施形態に係る太陽電池について説明したが、本発明は必ずしも上述し
た実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々の変更を行うこ
とができる。例えば、上記実施形態では、ホログラム部の全周を覆うように光電変換膜が
設けられている構成について説明したが、光電変換膜はホログラム部の全周を囲っていな
くてもよく、回折格子が光を回折する方向のみに光電変換膜が設けられている構成であっ
てもよい。ただし、ホログラム部に入射する光に対する光電変換効率を高めるためには、
ホログラム部の周囲を全て囲うように光電変換膜を配置することが好ましい。また、回折
格子における格子間隔を調整すること等によって特定波長の光を選択的に回折する構成と
して、ホログラム部の外観色調を制御する構成をさらに備えていてもよい。
【実施例】
【００４９】
　以下、実施例及び比較例に基づき本発明に係る太陽電池をさらに具体的に説明するが、
本発明は以下の実施例に何ら限定されるものではない。
【００５０】
　［実施例１］
（ホログラム記録媒体の作製）
　以下の手順に従って、記録材料組成物溶液を調製した。まず、マトリクスとして酢酸ビ
ニルポリマー（和光純薬工業（株）製、酢酸ビニルポリマー、数平均分子量Ｍｎ＝１４０
０～１６００、５０重量％メタノール溶液）１０ｇに、光重合性モノマーとして９，９－
ビス［４－（２－アクリロイルオキシエトキシ）フェニル］フルオレン（新中村工業（株
）製、ＮＫエステル　Ａ－ＢＰＥＦ）３ｇ、分散媒としてマロン酸ジヘキシル１．２ｇ、
及び可塑剤としてセバシン酸ジエチル０．４ｇを加え、次いで過酸化物系光重合開始剤（
チッソ（株）製、ＢＴ－２、３，３’－ジ（ｔｅｒｔ－ブチルパーオキシカルボニル）－
４，４’－ジ（メトキシカルボニル）ベンゾフェノンを含む位置異性体混合物の４０％ア
ニソール溶液）２．４ｇを加えた。この混合物に、さらに、５３２ｎｍに感度を有する１
０ｍｇの増感色素（３－ブチル－２－［３－（３－ブチル－５－フェニル－１，３－ベン
ゾオキサゾール－２（３Ｈ）－イリデン）プロパ－１－エン－１－イル］－５－フェニル
－１，３－ベンゾオキサゾール－１－イウム＝ヘキサフルオロ－λ５－ホスファヌイド）
を溶解させた６ｇのアセトン溶液（アセトン　５．９９ｇ）を添加し、撹拌して溶解させ
た。このようにして記録材料組成物溶液を得た。
【００５１】
　得られた記録材料組成物溶液を、バーコーターを用いて５０μｍ厚のＰＥＴフィルム上
に塗布し、室温で一晩減圧乾燥させた。乾燥後の記録材料層の膜厚は２０μｍであった。
これを２２ｍｍφ、１．０ｍｍ厚の円板スライドガラスに記録材料層がガラス面に接する
ように貼り付け、ホログラム記録媒体３０とした。
【００５２】
（ホログラム記録）
　作製したホログラム記録媒体３０を用いて、以下のようにホログラム記録をおこなった
。記録に用いられた光学系を図６に示す。
【００５３】
　まず、緑色レーザのレーザ光源１１としてＮｄ－ＹＡＧ固体レーザ（コヒーレント社　
波長５３２ｎｍ）を用いた。レーザ光源１１から出力されるレーザ光は、電磁シャッタ１
２を経て、レンズ１３、ピンホール１４及びレンズ１５がこの順に通過することで、所定
の径とされた。その後、ミラー１６を経た後に、Ｓ偏光になるように、１／２波長板１７
によって調整した。
【００５４】
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　Ｓ偏光とされた光をビームスプリッタ１８によって信号光２６と参照光２７とにその強
度が１：１となるように分光した後に、さらに、それぞれの光路の後段にあるＮＤフィル
タ１９，２０によって参照光２７と信号光２６の強度が等しくなるように調整した。
【００５５】
　ＮＤフィルタ１９を通過した信号光２６は、ミラー２１を調整して、後段のアパーチャ
２３及びプリズム２５を通過した光が、ホログラム記録媒体３０の面の法線方向から入射
するようにした。このとき、アパーチャ２３は、ホログラム記録媒体３０に入射する光に
よりホログラム領域が直径２０ｍｍの円筒状となるように調整した。
【００５６】
　一方、ＮＤフィルタ２０を通過した参照光２７は、ミラー２１を調整して、後段のアパ
ーチャ２３及びプリズム２５を通過した光が、ホログラム記録媒体３０の主面の法線に対
して、４８度傾いてホログラム記録媒体３０に対して入射するようにした。また、信号光
２６と同様にホログラム記録媒体３０内のホログラム領域が、直径２０ｍｍの円筒状にな
るように、アパーチャ２４を調整した。そして、信号光２６と参照光２７とが重なって入
射するように調整を行った。
【００５７】
　次に、積算露光量が２０ｍＪ／ｃｍ２になるように、電磁シャッタ１２のシャッタース
ピードを調整し、記録露光をおこなった。その後、ホログラム記録媒体３０を蛍光灯（２
７Ｗ）下のホログラム記録媒体３０までの距離が３０ｃｍとなる位置に６時間放置し、未
反応成分を反応させるとともに、増感色素由来の着色を完全に消失させた。これをポスト
キュアという。その結果、ホログラム記録媒体３０の中心部分に、直径２０ｍｍの円筒状
ホログラム（回折格子）が形成されているのを目視で確認した。これにより、回折格子が
形成された実施例１に係るホログラム記録媒体（ホログラム部）を得た。
【００５８】
（回折格子の評価）
　実施例１に係るホログラム記録媒体３０について、以下のように、記録した回折格子の
評価を行った。
【００５９】
　まず、図７に示す光学系を利用して、光源１１からホログラム記録媒体３０の法線方向
に沿って緑色レーザ光を照射した。ホログラム記録媒体３０の裏面には、屈折率調整液を
介して、４５°直角プリズム２９を設け、プリズム２９から出射した光を検出器１０で検
出した。プリズム２９は、ホログラム記録媒体３０の平均屈折率と等しい材料を用いた。
回折光の回折角度（プリズム斜面の法線とのなす角度）γは、５度であった。照射した緑
色レーザの媒体透過光の光強度Ｐｔは１ｍＷであり、回折光の光強度Ｐｄは０．９ｍＷで
あった。
【００６０】
　ブラッグの回折条件、スネルの屈折条件より、プリズムの屈折率ｎｐ、回折光の回折角
度γ、回折格子の回折格子面と、ホログラム部の基準面に対する法線方向とのなす角度θ
との間には、下記数式（３）の関係が成り立つ。
【００６１】
【数３】

【００６２】
　ｎｐ＝１．６２、γ＝５度であったことから、ホログラム記録媒体３０に形成された回
折格子の回折格子面と、ホログラム部の基準面に対する法線方向とのなす角度θは、２４
度であることが分った。
【００６３】
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　なお、ホログラム記録媒体３０の平均屈折率ｎ＝１．６２に基づけば、上記の数式（２
）の左辺は１９度となる。一方、上記の数式（２）の右辺は７１度となることから、実施
例に２に係る回折格子の回折格子面と、ホログラム部の基準面に対する法線方向とのなす
角度θは、数式（２）を満足する。
【００６４】
（光電変換膜の作製）
　図８に示す光電変換膜２８を以下の方法で作製した。まず、ＰＥＮ（ポリエチレンナフ
タレート）基板４１上にアルミニウムとステンレスの積層体からなる下部電極４２をスパ
ッタリングで形成した。次にＰＩＮ接合からなるアモルファスシリコン層（光電変換層）
４３をプラズマＣＶＤで下部電極４２上に形成した。次に、アモルファスシリコン層４３
上に透明電極４４としてＩＴＯ（酸化インジウム－スズ化合物）をスパッタリングにより
成膜した。
【００６５】
　次にＹＡＧレーザを用いて、下部電極４２、アモルファスシリコン層４３、及び、透明
電極４４をレーザ加工してこれらを貫通する開口ｈ１を形成し、複数のユニットセルｕへ
の分断を行った。さらに、下部電極４２との導通を取るための開口ｈ２も形成した。
【００６６】
　次に、絶縁インクを用いて、スクリーン印刷により絶縁樹脂層用インクを印刷し、印刷
後１６０℃オーブンで加熱乾燥し、ユニットセルに分断する絶縁樹脂層４５を形成した。
次にカーボンブラックを分散した導電インキを用いて、スクリーン印刷により絶縁樹脂層
４５上に配線層４６を形成した。印刷後、１６０℃オーブンで加熱乾燥した。これにより
、光電変換膜２８を得た。
【００６７】
　なお、光電変換膜２８は、ユニットセルｕとして、長さ１１．３４ｍｍ、幅２．４７ｍ
ｍの大きさに分断した。その後、ホログラム記録媒体３０の側面に光電変換膜２８を巻き
つけることで、実施例１に係る太陽電池構造を得た。この太陽電池構造は、第１実施形態
に係る太陽電池に相当する構造を有する。
【００６８】
（光電変換特性の評価）
　このようにして製造した実施例１に係る太陽電池構造を、２００ｌｘ（ルクス）照度の
蛍光灯の下に配置して電流電圧特性を測定した。光電変換膜２８をホログラム記録媒体３
０上に配置した場合と、ホログラム記録媒体３０上とは異なる位置に配置した場合とで動
作電圧２．６Ｖでの短絡電流（Ｉｓｃ）を比較したところ、ホログラム記録媒体３０を配
置した場合には、光電変換膜単体に対して、３０％の短絡電流増加が認められた。すなわ
ち、ホログラム記録媒体３０に形成されたホログラム部によって、入射光の進行方向が曲
げられ、光電変換膜２８に入射する光が増加したことが確認された。
【００６９】
　［実施例２］
　実施例１と同様の方法で得られたホログラム記録前のホログラム記録媒体に対して、図
９に示す光学系を用いて、ホログラム記録を行った。
【００７０】
　具体的には、ＮＤフィルタ１９を通過した参照光２６は、ミラー２１を調整して、後段
のアパーチャ２３及びプリズム２５を通過した光が、ホログラム記録媒体３０の主面の法
線に対して４８度傾いた角度で入射するようにした。このとき、アパーチャ２３は、ホロ
グラム記録媒体３０に入射する光によりホログラム（回折格子）領域が直径２０ｍｍの円
筒状となるように調整した。
【００７１】
　一方、ＮＤフィルタ２０を通過した信号光２７は、ホログラム記録媒体３０の主面の法
線に沿ってホログラム記録媒体３０に対して入射し且つ参照光２６の照射領域と重なるよ
うにミラー２２の角度を調整した。また、参照光２６と同様にホログラム記録媒体３０内
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のホログラム領域が、直径２０ｍｍの円筒状になるように、アパーチャ２４を調整した。
【００７２】
　次に、積算露光量が２０ｍＪ／ｃｍ２になるように、電磁シャッタ１２のシャッタース
ピードを調整し、記録露光をおこなった。その後、ホログラム記録媒体３０を蛍光灯（２
７Ｗ）下のホログラム記録媒体３０までの距離が３０ｃｍとなる位置に６時間放置し、未
反応成分を反応させるとともに、増感色素由来の着色を完全に消失させた。これをポスト
キュアという。その結果、ホログラム記録媒体３０の中心部分に、直径２０ｍｍの円筒状
ホログラムが形成されているのを目視で確認した。これにより、ホログラム部が形成され
た実施例２に係るホログラム記録媒体を得た。
【００７３】
　この実施例２に係るホログラム記録媒体について、図１０に示す光学系を用いて評価を
行った。すなわち、プリズム２９を介してホログラム記録媒体３０の法線方向に光源１１
からの緑色レーザ光を照射した。ホログラム記録媒体３０の表面には、屈折率調整液を介
して、４５°直角プリズム２９が設けてある。プリズム２９は、媒体の平均屈折率と等し
い材料を用いた。そして、検出器１０によって回折光を検出することで、回折角度を求め
た。その結果、回折光の回折角度（プリズム斜面の法線とのなす角度）γは、５度であっ
た。
【００７４】
　ブラッグの回折条件、スネルの屈折条件より、プリズムの屈折率ｎｐ、回折光の回折角
度γ、回折格子の回折格子面と、ホログラム部の基準面に対する法線方向とのなす角度θ
との間には、下記数式（４）の関係が成り立つ。
【００７５】
【数４】

【００７６】
　ｎｐ＝１．６２、γ＝５度であったことから、実施例２に係るホログラム記録媒体３０
に形成された回折格子の回折格子面と、ホログラム部の基準面に対する法線方向とのなす
角度θは、６６度であることが分った。
【００７７】
　なお、ホログラム記録媒体３０の平均屈折率ｎ＝１．６２に基づけば、上記の数式（２
）の左辺は１９度となる。一方、上記の数式（２）の右辺は７１度となることから、実施
例に２に係る回折格子の回折格子面と、ホログラム部の基準面に対する法線方向とのなす
角度θは、数式（２）を満足する。
【００７８】
（光電変換特性の評価）
　このようにして得られた拡張部を有するホログラム記録媒体３０と、実施例１と同様の
光電変換膜とを用いて、実施例２に係る太陽電池構造を作成して、光電変換特性の評価を
行った。この結果、実施例２に係るホログラム記録媒体を用いることで、光電変換膜単体
に対して、３０％の短絡電流増加が認められた。
【００７９】
［実施例３］
　実施例３として、主面が傾斜しているホログラム部を有する太陽電池構造を作成した。
まず、実施例１と同様の方法で得られたホログラム記録前のホログラム記録媒体に対して
、実施例１と同様の光学系を用いて、ホログラム記録を行い、円筒状ホログラム（回折格
子）が形成されているのを目視で確認した。実施例１と同様に、回折格子の評価をおこな
ったところ、形成された回折格子の回折格子面の法線とのなす角度θは、２４度であった
。
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【００８０】
（傾斜膜の作製）
　次に、図１１に示すような凹凸を有するガラス製透明金型を作製した。凹凸のピッチａ
は１０μｍとし、凹凸の高さｈは１μｍとした。なお、ピッチａで示す部分は、上記実施
形態で説明した拡張部に相当する。この拡張部は、対向する主面に対する傾き（平均）が
６°であった。
【００８１】
　ホログラムが形成されたホログラム記録媒体３０上に、実施例１と同様に作製した記録
材料組成物溶液を塗布し、ガラス製透明金型を接着した。その後、蛍光灯（２７Ｗ）下（
ホログラム記録媒体までの距離３０ｃｍ）に６時間放置し、未反応成分を反応させるとと
もに、増感色素由来の着色を完全に消失させた後、ガラス製透明金型を剥離した。この結
果、光学顕微鏡によって断面形状を観察すると、透明金型と同じピッチ１０μｍ、同じ高
さ１μｍの凹凸形状が転写されているのを確認した。
【００８２】
（光電変換特性の評価）
　このようにして得られた拡張部を有するホログラム記録媒体３０と、実施例１と同様の
光電変換膜とを用いて、実施例３に係る太陽電池構造を作成して、光電変換特性の評価を
行った。この結果、実施例３に係るホログラム記録媒体を用いることで、光電変換膜単体
に対して、４０％の短絡電流増加が認められた。
【００８３】
［実施例４］
　実施例３として、主面が傾斜しているホログラム部を有する太陽電池構造を実施例２の
方法を利用して作成した。まず、実施例１と同様の方法で得られたホログラム記録前のホ
ログラム記録媒体に対して、実施例２と同様の光学系を用いて、ホログラム記録を行い、
円筒状ホログラム（回折格子）が形成されているのを目視で確認した。実施例１と同様に
、回折格子の評価をおこなったところ、形成された回折格子の回折格子面の法線とのなす
角度θは、６６度であった。
【００８４】
（傾斜膜の作製）
　次に、実施例３と同様の方法によって、傾斜膜をホログラム記録済みのホログラム記録
媒体３０上に形成した。光学顕微鏡によって、断面形状を観察すると、透明金型と同じピ
ッチ１０μｍ、同じ高さ１μｍの凹凸形状が転写されているのを確認した。これにより、
拡張部に相当する形状が得られた。この拡張部は、対向する主面に対する傾き（平均）が
６°であった。
【００８５】
（光電変換特性の評価）
　拡張部を有するホログラム記録媒体３０と、実施例１と同様の光電変換膜とを用いて、
実施例４に係る太陽電池構造を作成して、光電変換特性の評価を行った。この結果、実施
例４に係るホログラム記録媒体を用いることで、光電変換膜単体に対して、４０％の短絡
電流増加が認められた。
【００８６】
［比較例１］
　まず、実施例１と同様の方法で得られたホログラム記録前のホログラム記録媒体に対し
て、ホログラム記録を行った。ただし、ホログラム記録において、参照光２７は、プリズ
ム２５の内部に入射した光がホログラム記録媒体３０の面の法線に対して、３０度傾くよ
うに、ミラー２２の角度を調整した。その結果、ホログラム記録媒体３０に円筒状ホログ
ラムが形成されているのを目視で確認した。
【００８７】
　その後、実施例１と同様に、回折格子の評価をおこなったところ、形成された回折格子
の回折格子面と、ホログラム部の基準面に対する法線方向とのなす角度θは１５度であっ
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た。これは、数式（２）を満足しない角度である。
【００８８】
　このような比較例１に係るホログラム記録媒体に関して、実施例１と同様の光電変換膜
を用いて比較例１に係る太陽電池構造を製造し、光電変換特性の評価を行った。この結果
、ホログラム記録媒体を用いると、光電変換膜単体に対して、１０％の短絡電流増加に留
まった。
【００８９】
［比較例２］
　まず、実施例１と同様の方法で得られたホログラム記録前のホログラム記録媒体に対し
て、実施例２と同様の光学系を利用してホログラム記録を行った。ただし、ホログラム記
録において、参照光２７は、プリズム２５の内部に入射した光がホログラム記録媒体３０
の主面の法線に対して、３０度傾くように、ミラー２２の角度を調整した。ホログラム記
録媒体３０に円筒状ホログラムが形成されているのを目視で確認した。
【００９０】
　実施例２と同様の方法で、回折格子の評価をおこなったところ、形成された回折格子の
回折格子面と、ホログラム部の基準面に対する法線方向とのなす角度θは７５度であった
。これは、数式（２）を満足しない角度である。
【００９１】
　このような比較例２に係るホログラム記録媒体に関して、実施例１と同様の光電変換膜
を用いて比較例１に係る太陽電池構造を製造し、光電変換特性の評価を行った。この結果
、ホログラム記録媒体を用いると、光電変換膜単体に対して、１０％の短絡電流増加に留
まった。
【００９２】
　上記の実施例１～４及び比較例１，２に係るホログラム記録媒体のホログラム領域に関
して、ホログラム形状、媒体の平均屈折率、数式（３）又は数式（４）を用いて算出した
回折格子の回折格子面と、ホログラム部の基準面に対する法線方向とのなす角度θ及び拡
張部の傾きを表１に示す。
【００９３】

【表１】

【００９４】
　次に、ホログラム部径、回折格子の回折格子面と、ホログラム部の基準面に対する法線
方向とのなす角度θが数式（２）を満たすかの確認結果、及び、太陽電池構造における電
流増加率を表２に示す。
【００９５】
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【表２】

【００９６】
　上記評価結果に示すように、回折格子の回折格子面と、ホログラム部の基準面に対する
法線方向とのなす角度θが、数式（２）を満たす場合には、太陽電池構造における電流増
加率が上昇することが確認された。
【符号の説明】
【００９７】
　１，１Ａ～１Ｅ…太陽電池、２…光電変換膜、３Ａ～３Ｆ…ホログラム部。
 

【図１】 【図２】
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【図１１】
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